


４月の消費税８％増税で市民生活は厳

しさを増しています。このような中で国

保税増税の条例案について、日本共産党

は住民の健康と命を脅かす事態を招くと

して反対しました。

条例改定で27年度は５億円、30％の負

担増になります。更に、29年度２億5000

万円、31年度２億5000万円と段階的に引

き上げ、総額10億円の負担増計画です。

国保世帯の平均所得は、15年間で93万

円も減少し、年間所得が200万円以下の世

帯は72％。30％の増税となれば、｢払いた

くても払えない｣世帯が急増します。

条例改定にあたり、軽減制度を６割・

４割から７割・５割・２割に拡大しまし

たが、固定資産税の無い世帯は総じて負

担増になります。通院を控える受診抑制

の増加を招くことが懸念されます。

医療を受ける権利は、健康で文化的な

生活になくてはならないものです。

憲法25条と国保法に定めてあるように、

「国保は社会保障であり、国民保健の向

上」は国、自治体の責任で実施されるべ

きものです。

事業主を持たない国保財政は国庫負担

が欠かせません。入間市の国庫支出金割

合は、昭和55年度の54％から平成23年度

は22％まで減額。国庫

負担の大幅増額を国に

求めるべきです。自治

体の役割は国の悪政か

ら市民の生活と命を守

ることです。

ゼネコンが計画作りから参加し、3・4

階、5・6階が映画館として建設され、

「売り上げの12.5％の低廉な家賃」と

「高売り上げ継続の安易な事業収支見通

し」のシネコンの進出で始められました。

平成19年、救済が市に訴えられました

が適切な対応ができず、市民や市議会に

昨年5月末の民事再生報道まで報告しま

せんでした。

反対理由の第１は、貸付金残2・3億円

の原資は市民の貴重な税金であること。

第２は「10年間返済猶予、その後、年

２千万円ずつ返済の破格の優遇契約」を

１年実施しただけで誠意がないこと。

第３は譲渡を受ける第三セクター「入

間都市開発」が10年間で売上げが40％減

少、10年後20％しか減少しないと仮定し

ても11年後から赤字企業に転落する。多

額の市税投入に発展する恐れがあること。

第４は「民間企業支援」に反対する。

第５は、国保税を５億円・30％増税と

敬老祝い金の削減の一方で債権放棄に反

対。さらに民間企業に市民の税金で家賃

支援をしないよう強く要請しました。

沖縄では県知事選に続き、総選挙で

も｢新基地建設反対｣の民意を突き付け

ました。４つの全ての選挙区で｢推進

派｣の自民党候補を抑え｢反対派｣の候

補が当選。沖縄１区では共産党の赤嶺

政賢議員が小選挙区で勝利しました。

選挙戦は、保守も革新も新基地建設反

対の一点で共同してたたかいました。

こうした共同の取り組みが政治を変

える力になっています。共産党は増税

中止、集団的自衛権行使反対、原発ゼ

ロなど｢一点｣での共同を大事にしてい

ます。今後も沖縄のような運動が進め

ば政治を変える大きな力になります。
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27年度５億円30％もの負担増

国保は憲法で社会保障と規定

国に国庫負担金の大幅増額を

77歳1万円、88歳3万円、99歳5万円が

支給されている敬老祝金を5千、1万、3

万円へと半額～3分の2へと引き下げる

条例、難病者が受けている月4000円の

助成を、住民税を支払っている人は対

象外とする条例が提案されました。

共産党は、両条例に反対しましたが、

他会派の賛成で、可決･成立しました。

2億円以上の債権放棄をする一方で、

お年寄りや難病とたたかっている人に

とって大事な補助をバッサリ。市政が

｢住民福祉の向上｣に背を向けています。


